
批

評
・
紹

介

山
田
勝
芳
著

秦
漢
財
政
牧
入
の
研
究

重

啓

樹

近

本
書
の
著
者
、
山
田
勝
芳
氏
は
こ
れ
ま
で
秦
漢
代
の
財
政
史
研
究
を
中
心
に

幾
多
の
論
考
を
精
力
的
に
稜
表
し
て
き
た
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
研
究
の
上
に

秦
漢
代
の
財
政
諸
枚
入
に
つ
い
て
全
鎖
的
に
考
察
し
た
大
著
で
あ
る
。
内
容
は

一
般
的
税
役
制
の
み
な
ら
ず
各
種
の
財
政
諸
枚
入
に
及
び
、
著
者
の
財
政
史
研

究
の
内
の
枚
入
論
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
こ
の
方
面
に
お
け
る
研

究
が
本
書
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
、
最
新
の
成
果
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
を
ま
ず
喜
び
た
い
と
お
も
う
。

本
書
の
内
容
を
目
次
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
節
以
下
は

省
略
)
。

535 

第
一
章

第
二
章

附
論

第
三
章

第
四
章

附
論

第
五
章

相
手
読
史
的
検
討

田
租
・
相
担
藁
税

秦
漢
代
の
公
回
枚
入

算
賦
及
び
算
縛
・
告
縛

箔
役
・
兵
役

「
父
老
俸
拘
束
石
券
」
と
秦
漢
時
代
の
父
老

そ
の
他
の
諸
税

第
六
品
早
専
寅
ー・
均
輪
卒
準
、
及
び
諸
枚
入

第
七
章
秦
漢
代
の
復
除

結
論
秦
漢
代
財
政
枚
入
の
特
色
と
枚
入
の
推
計

目
次
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
内
容
は
き
わ
め
て
包
括
的
・
鐙
系
的
で
あ

り
、
近
年
に
お
け
る
諸
研
究
の
進
展
を
総
括
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
本

書
の
本
論
を
な
す
第
二
一
章

1
第
七
品
早
に
お
い
て
は
、
各
議
の
第
一
節
に
嬰
読
史

的
検
討
が
置
か
れ
、
研
究
史
整
理
と
問
題
勲
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
叉
、
結
論
に

お
い
て
著
者
の
主
張
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
引
用
史
料
に
は
こ
な
れ
た

誇
が
附
け
ら
れ
理
解
を
容
易
に
す
る
な
ど
、
全
健
闘
に
行
き
届
い
た
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
各
章
は
銃
後
表
論
文
に
依
接
し
た
部
分
と
、
新
稿
か
ら
成
っ
て
い

る
が
、
前
者
の
場
合
も
改
訂
を
施
し
た
上
で
僅
系
的
な
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
本
書
の
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、

以
下
、
そ
の
概
略
を
示
し
て
み
よ
う
。

第
一
一
軍
で
は
全
鐙
的
な
財
政
枚
入
論
に
か
か
わ
る
、
加
藤
繁
・
宮
崎
市
定
氏

以
降
の
研
究
成
果
と
問
題
黙
が
指
摘
さ
れ
、
本
書
に
お
け
る
課
題
が
設
定
さ
れ

る
。
七

0
年
代
後
半
以
降
、
中
園
、
日
本
で
の
秦
漢
税
役
制
関
係
の
研
究
に
新

展
開
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
秦
律
を
始
め
と
す
る
新
出
史
料
の
相
次

ぐ
裂
見
が
あ
っ
た
。
九

0
年
代
以
後
の
研
究
で
は
新
出
史
料
な
ど
に
封
す
る
個

別
賞
讃
面
で
の
深
化
と
共
に
、
全
盤
的
歴
史
理
解
の
再
構
築
と
の
関
連
を
見
失

わ
な
い
研
究
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

第
二
章
以
後
が
本
論
と
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
戦
園
秦
J
漢

代
に
お
け
る
田
租
・
努
藁
税
徴
牧
に
か
か
わ
る
諸
問
題
や
歴
史
的
獲
化
が
、
民

の
土
地
所
有
権
の
前
進
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
融
制
園
期
の
秦
で
は
、

一
般
に
集
佳
形
態
を
と
る
蛍
時
の
集
落
形
態
に
削
割
腹
し
て
、
人
々
の
居
住
地
で
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あ
る
集
落
が
郷
の
管
轄
範
圏
(
郷
部
〉
下
に
お
か
れ
た
の
に
劉
し
、
集
落
外
の

耕
地
・
山
林
・
原
野
は
と
も
に
「
回
」
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
、
各
豚
の
田
沓

夫
・
佐
の
管
轄
範
囲
(
田
部
)
下
に
お
か
れ
、

中
央
で
は
大
田
が
こ
れ
を
統
括

し
て
い
た
。
穀
物
の
枚
穫
高
や
田
租
額
の
確
定
な
ど
は
こ
の
田
部
の
吏
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
が
、
質
際
の
徴
枚
は
郷
部
の
吏
(
郷
蛮
夫

・
佐
)
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
。
田
租
は
各
戸
の
所
有
地
全
鐙
で
は
な
く
、
そ
の
内
の
墾
田
(
そ
の
年
に

現
貧
に
耕
作
・
播
種
さ
れ
た
土
地
)
部
分
を
封
象
に
課
税
さ
れ
、
そ
の
税
率
は

ほ
ぼ
一

O
分
の
一
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
第
一
葉
税
は
墾
田
で
は
な
く
所
有
地

面
積
を
劉
象
に
課
税
さ
れ
、
所
有
地
一
頃
に
つ
き
郷
三
石
・
一
葉
二
石
で
あ
っ

た
。
須
の
方
が
多
い
の
は
、
賞
時
、
休
閑
農
耕
の
下
で
休
閑
地
が
ほ
ぼ
半
分
で

あ
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
。

秦
-
帝
図
段
階
で
は
郷
の
権
限
搬
大
と
田
部
の
権
限
縮
小
が
み
ら
れ
、
郷
部
は

居
住
地
域
と
郷
内
の
人
々
の
み
で
な
く
、
耕
地
・
原
野
な
ど
も
含
め
た
、
一
つ

の
地
減
全
世
を
管
轄
す
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
各
戸
の
土
地
を

確
定
す
る
た
め
、
民
が
自
ら
の
土
地
を
調
べ
確
定
し
た
の
が
始
皇
一
一
一
一
年
の
所

謂
「
自
貧
困
」
(
著
者
は
こ
れ
を
「
初
令
斡
首
定
其
田
」
な
ど
の
文
で
あ
っ
た

と
推
定
す
る
〉
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
民
の
土
地
所
有
は
前
進
し
た
。

漢
は
秦
の
法
制
を
縫
承
し
な
が
ら
も
税
率
は
軽
減
し
、
文
一
帝一
一
一
一
一
年
に
は

「
田
租
税
律
」
(
回
律
中
の
田
租
・
判
明
藁
税
徴
牧
規
定
)
を
除
き
、
以
後
、
文

一
帝
一
代
、
田
租
・
佃
抑
莫
税
は
菟
除
さ
れ
た
。
景
一
帝
元
年
に
徴
牧
が
再
開
さ
れ
た

が
、
こ
れ
以
降
、
田
租
は
三

O
分
の
一
の
税
率
で
、
以
後
、
王
葬
代
を
除
き
爾

漢
の
定
制
と
な
り
、
叉
、
伺
抑
藁
税
は
江
陵
鳳
風
山
文
書
に
よ
れ
ば
各
戸
に
つ
き

戸
郷
一
石
、
回
一
頃
に
つ
き
田
郷
二
石
・
田
築
一
石
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
王

葬
代
〈
新
〉
で
は

一
O
分
の
一
税
が
質
施
さ
れ
、
後
漢
初
に
は
そ
れ
が
継
承
さ

れ
た
が
、
光
武
帯
建
武
六
年
以
後
、
三

O
分
の
一
税
に
復
し
た
。
叉
、
相
明
葉
税

は
前
漢
後
期
以
後
、
銭
納
化
が
進
ん
だ
。
田
租
は
定
率
を
原
則
と
し
つ
つ
も
貧

際
に
は
定
額
で
徴
枚
さ
れ
た
が
、
曹
操
以
後
、
定
率
原
則
は
否
定
さ
れ
、
畝
毎

に
四
升
と
い
う
定
額
の
回
租
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
墾
田
で
は
な
く
所
有
地
を
針

象
に
課
税
し
た
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
り
「
墾
田
」
概
念
に
も
獲
化
が
生
じ
、
土

地
開
設
な
い
し
開
設
さ
れ
た
土
地
と
い
う
意
味
に
情
深
化
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
の

背
景
に
は
民
の
土
地
所
有
の
一
層
の
前
進
が
あ
っ
た
、
と
す
る
。

第
二
章
の
附
論
で
は
公
団
枚
入
と
公
団
の
管
轄
官
勝
、
俵
作
料
率
な
ど
が
検

討
さ
れ
る
。

戟
園
期
の
秦
で
は
元
来
、
田
部
全
鐙
を
統
括
す
る
中
央
官
聴
で
あ
る
大
田
が

公
団
も
管
轄
し
て
い
た
が
、
統
一
前
(
秦
王
政
二

O
年
頃
)
の
中
央
官
制
改
革

に
よ
り
、
田
部
に
置
か
れ
た
公
団
の
多
く
は
治
莱
内
史
の
、
ま
た
苑
園
内
外
、

或
い
は
山
淳
に
あ
っ
た
公
団
は
少
府
の
管
轄
と
さ
れ
た
。
治
粟
内
史
管
轄
下
の

公
田
で
特
に
重
要
な
の
は
鄭
圏
渠
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
耕
地
で
、
そ
の
半
分
程

度
は
公
団
と
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
公
団
は
漢
代
で
も
前
漢
前
期
に

お
い
て
は
治
莱
内
史
の
穀
物
政
入
に
大
き
な
位
置
を
占
め
た
。
武
喬
期
に
は
告

繕
政
策
に
よ
る
土
地
淡
枚
に
よ
り
多
量
の
公
団
が
生
ま
れ
中
央
諸
官
、
特
に
大

司
農
政
入
を
増
加
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
中
央
諸
官
に
よ
る
公
団
経
営
は
次
の
昭

帯
代
に
は
権
貴
者
へ
の
俵
興
、
奴
稗
使
役
の
不
合
理
性
な
ど
に
よ
り
弛
緩
し
、

前
撲
後
期
に
は
貧
民
の
生
活
安
定
を
め
ざ
す
公
田
俵
輿
策
へ
と
縛
換
し
、
中
央

官
府
管
轄
の
公
団
は
衣
第
に
郡
豚
管
轄
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
王
葬
代

に
は
公
団
は
ほ
と
ん
ど
郡
豚
管
轄
と
さ
れ
、
こ
れ
は
後
協
同
代
に
縫
承
さ
れ
た
。

公
団
の
俵
料
率
に
つ
い
て
は
、
前
制
使
武
帝
代
ま
で
は
第
一
形
態
の
公
団
経
営

(
官
直
営
の
奴
鮮
や
箔
役
な
ど
に
よ
る
耕
作
や
、
民
に
小
作
さ
せ
て
高
率
俵
作

料
を
徴
収
す
る
形
態
)
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
が
、
前
漠
後
期
以
後
は
第
二
形

態
(
田
租
と
同
じ
低
率
の
俵
作
料
〉
に
よ
る
公
困
俵
輿
が
増
加
し
、
前
誕
末
に
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は
公
田
枚
入
は
財
政
的
比
重
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
て
い
た
。
後
漢
も
こ
の
状
況

を
継
承
し
、
第
二
形
態
の
経
俸
が
主
流
を
占
め
た
、
と
す
る
。

第
三
章
で
は
算
賦
及
び
算
縛
・
告
絡
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
先
秦
か
ら
漢
代

に
お
け
る
「
賦
」
の
意
味
に
つ
い
て
。
賦
の
用
例
に
は
税
役
制
度
上
の
語
と
し

て
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
儒
家
的
雅
僻
と
し
て
一
般
的
賦
税
の
意
味
で
使
用
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
。
前
漢
時
代
で
は
賦
は
ほ
と
ん
ど
算
賦
の
意
で
用
い
ら
れ
る

が
、
前
漢
後
期
か
ら
後
漢
に
か
け
て
儒
家
的
用
法
も
増
加
し
て
く
る
。
次
に

「
算
」
の
意
味
に
つ
い
て
。
算
は
漢
代
で
は
官
廓
用
語
と
し
て
多
様
に
用
い
ら

れ
た
が
、
一
五
歳
以
上
の
成
年
男
女
を
数
え
る
皐
位
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
官

は
こ
の
算
を
単
位
と
し
て
算
賦
と
箔
役
を
賦
課
し
た
。
以
上
の
解
懇
の
上
に
、

戦
園
秦
以
後
に
お
け
る
賦
制
の
努
濯
や
徴
枚
の
寅
態
、
賦
の
額
な
ど
が
考
察
さ

れ
る
。戟

園
秦
の
荷
鞍
の
第
一
女
改
革
段
階
で
は
家
単
位
で
徴
牧
さ
れ
て
い
た
が
、

孝
公
一
四
年
段
階
で
人
頭
車
位
の
徴
枚
へ
と
切
り
換
え
た
。
し
か
し
、
貧
際
の

徴
枚
は
戸
単
位
で
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
「
戸
賦
」
と
も
よ
ば
れ
、
「
賦
律
」
に

基
づ
い
て
徴
枚
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
漢
代
で
は
成
年
男
女
を
数
え
る
皐
位

と
し
て
の
算
を
単
位
に
徴
枚
す
る
賦
で
あ
る
こ
と
か
ら
算
賦
と
m
僻
さ
れ
た
。
漢

代
の
算
賦
は
二
一

O
銭
の
定
額
を
原
則
と
し
、

漢
初
に
は
そ
の
う
ち
六
三
銭

(
後
に
六

O
銭
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
〉
が
中
央
へ
の
上
供
額
(
献
費
)
と

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
一

O
銭
は
郡
段
階
で
の
額
で
あ
り
、
算
賦
が
賓
際

徴
校
さ
れ
る
郷
里
段
階
で
は
、
景
一
帝
初
の
鳳
恩
山
文
書
に
よ
れ
ば
多
額
の
銭
が

算
を
単
位
に
月
毎
に
徴
吹
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
郷
段
階
で
支
出
さ
れ
る

べ
き
縛
費
(
総
迭
費
)
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。
従
っ
て
軍
輿
な
ど
多
事
な
事

態
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
感
じ
て
郷
里
段
階
で
の
一
算
あ
た
り
の
徴
枚
額
は
増
加

し
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
卒
中
苓
次
氏
の
説
く
貿
算
(
恒
常
的
な
財
産
税
)

は
存
在
し
な
か
っ
た
。
園
家
に
よ
る
財
産
把
握
・
評
債
は
種
々
の
行
政
目
的
を

も
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
秦
・
前
漢
前
期
に
お
い
て
は
財
産
に
よ
る
身
分
形
成
・

区
分
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
算
賦
は
元
来
、
一
律
均
等
に
徴
牧
さ
れ
た

が
、
比
較
的
均
等
な
農
民
層
が
前
漢
後
期
か
ら
後
漢
時
代
に
か
け
て
階
層
分
化

を
抜
大
し
て
ゆ
く
と
、
財
産
所
有
の
不
均
等
に
針
腹
し
て
戸
等
制
的
に
運
用
さ

れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。

次
に
武
-
帝
期
の
算
縛
・
告
絡
に
つ
い
て
。
元
狩
四
年
の
算
縛
令
は
基
本
的
に

は
専
業
の
商
工
業
者
を
封
象
と
し
た
が
、
前
漢
前
期
以
来
、
活
滋
な
一
商
業
・
高

利
貸
活
動
を
行
っ
て
い
た
富
裕
階
層
に
封
し
て
も
財
の
供
輿
を
求
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
富
裕
階
層
は
そ
れ
に
感
じ
な
か
っ
た
た
め
、
元
狩
六
年
か

ら
告
絡
が
褒
動
さ
れ
、
元
鼎
三
年
に
は
全
圏
的
に
徹
底
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
結

果
、
園
家
は
莫
大
な
財
物
・
奴
稗
・
田
宅
を
淡
牧
し
た
。
こ
の
告
縛
段
階
で
は

専
業
商
人
の
み
な
ら
ず
富
裕
階
層
全
般
が
そ
の
溺
象
と
さ
れ
、
中
家
以
上
の
家

の
破
産
を
引
き
起
こ
し
た
。
か
か
る
暴
力
的
な
図
家
に
よ
る
財
物
の
強
奪
の
結

果
、
前
漢
前
期
の
商
業
的
な
も
の
の
横
溢
は
急
速
に
失
わ
れ
、
都
市
居
住
富
裕

階
層
の
富
が
園
家
に
吸
牧
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
都
市
の
衰
退
、
及
び
土
地
経

済
が
中
心
と
な
る
事
態
が
急
激
に
進
行
し
、
こ
う
し
て
祉
舎
全
慢
の
保
守
化
が

強
ま
っ
て
ゆ
く
、
と
す
る
。

第
四
章
で
は
箔
役
・
兵
役
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
が
、
こ
の
分
野
は
研
究
の

蓄
積
も
厚
く
、
議
論
が
錯
綜
し
て
き
た
。
著
者
は
「
縛
」
の
問
題
、
及
び
後
漢

時
代
に
お
け
る
箔
役
と
兵
役
の
検
討
を
中
心
に
設
を
展
開
す
る
。

ま
ず
、
停
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
さ
れ
る
。
戦
園
期
の
秦
制
で
は
、
停
と
は

豚
尉
の
管
轄
す
る
「
豚
及
び
中
央
の
箔
役
と
兵
役
に
従
事
す
る
者
の
名
籍
」
に

停
け
る
意
で
、
こ
れ
に
よ
り
男
女
と
も
に
箔
役
の
、
そ
し
て
男
子
は
兵
役
の
義

務
を
負
っ
た
。
停
は
身
長
を
基
準
に
行
わ
れ
、
一
般
民
・
隷
臣
妾
い
ず
れ
も
身
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長
が
男
子
六
尺
五
寸
、
女
子
六
尺
二
寸
で
「
小
」
か
ら
「
大
」
に
身
長
匿
分
が

切
り
換
わ
り
、
同
時
に
縛
籍
さ
れ
て
「
丁
」
と
さ
れ
た
。
な
お
一
定
身
長
以
上

の
児
童
も
「
使
」
、
「
作
」
と
さ
れ
て
相
隠
の
使
役
が
課
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
般

民
は
六

O
放
、
有
爵
者
は
五
六
歳
で
「
菟
老
」
と
さ
れ
、
各
々
の
負
携
を
除
か

れ
た
。
こ
の
身
長
制
は
秦
王
政
二
ハ
年
に
年
齢
制
(
一
七
歳
「
停
」
〉
へ
と
切

り
換
え
ら
れ
る
。

漢
代
に
入
る
と
、
一
五
歳
以
上
の
成
年
男
女
を
「
大
」
と
し
て
賦
(
算
賦
〉

と
役
〈
更
役
〉
を
課
す
こ
と
と
し
た
。
一
方
、
停
は
更
役
を
切
り
離
す
こ
と
に

よ
っ
て
兵
役
に
つ
け
ら
れ
る
意
味
と
な
り
、
男
子
は
一
七
歳
で
「
停
」
さ
れ
、

正
(
兵
役
義
務
者
)
と
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
景
喬
二
年
に
二

O
歳
「
縛
」
と
な

り
(
兵
役
・
更
役
と
も
に
六

O
歳
出
役
)
、
昭
帯
以
降
は
一
一
一
一
一
歳
「
停
」
(
五
六

歳
出
兵
役
)
と
な
っ
た
が
、
前
漢
後
期
の
改
正
以
降
は
更
役
も
五
六
歳
出
役
と

な
り
、
五
六
歳
で
「
菟
老
」
「
老
」
と
さ
れ
た
。

次
に
筏
役
制
と
そ
の
繁
化
に
つ
い
て
。
戦
園
秦
で
は
侍
さ
れ
た
成
年
男
女
が

箔
役
(
更
役
〉
義
務
を
負
い
、
掛
田
時
は
中
央
的
待
役
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い

た
が
、
秦
王
政
の
時
に
は
領
域
抜
大
に
伴
い
、
内
史
地
区
以
外
は
事
質
上
地
方

的
街
役
と
な
っ
た
。
漢
で
は
雨
漢
を
通
じ
て
一
五
歳
以
上
の
成
年
男
女
が
更
役

(
小
循
)
の
封
象
と
さ
れ
た
が
、
前
漢
後
期
以
降
は
更
賦
(
三
百
銭
)
の
形
で

銭
を
徴
枚
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

兵
役
に
つ
い
て
は
、
昭
一
帝
以
後
、
成
年
男
子
は
二
三
歳
で
「
停
」
さ
れ
「
正
」

と
さ
れ
た
が
、
五
五
歳
ま
で
の
在
役
期
間
中
、
一
年
聞
の
「
衛
士
」
な
い
し

「
透
成
」
、
一
年
閲
の
地
方
響
備
、
及
び
有
事
の
際
の
従
軍
、
な
ど
の
義
務
を

負
っ
た
。
ま
た
こ
の

「正」

の
中
か
ら
「
騎
士
」
「
材
官
」
等
が
各
都
園
祭
の

定
め
ら
れ
た
員
数
に
態
じ
て
選
抜
さ
れ
た
。
後
漢
で
は
、
内
郡
園
に
お
い
て
は

地
方
警
備
の
任
は
慶
さ
れ
、
従
軍
は
多
く
募
兵
に
、
ま
た
遊
民
は
刑
徒
や
異
民

族
に
代
わ
っ
た
が
、
一
方
、
「
正
」
の
者
を
「
衡
土
」
と
し
て
徴
裂
し
官
艇
の

雑
役
等
に
供
し
、
本
来
の
兵
役
が
あ
た
か
も
箔
役
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈

し
た
。
な
お
術
土
は
漢
代
で
は
京
師
番
上
の
兵
士
の
み
で
な
く
、
皇
帝
・
宮

殿
・
宗
廟
・
郡
圏
の
官
府
や
長
官
な
ど
の
「
術
」
(
宿
衛

・
警
衛
)
を
任
務
と

す
る
兵
土
を
庚
く
指
し
た
。
そ
の
他
、
本
章
で
は
女
子
徳
役
(
更
役
)
の
内

容
、
工
人

・
商
人
の
皆
川
役

・
兵
役
問
題
が
検
討
さ
れ
る
外
、
年
一
カ
月
の
待
役

の
代
替
銭
と
し
て
の
更
賦
(
過
更
銭
)
額
は
三
百
銭
で
あ
る
が
、
重
役
た
る
兵

役
の
代
替
銭
は
一
カ
月
二
千
銭
(
年
二
高
四
千
銭
)
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。第

四
一章
の
附
論
で
は
、
秦
淵
同
時
代
の
父
老
の
性
格

・
第
化
が
検
討
さ
れ
る
。

秦
漢
の
里
父
老
は
本
来
、
里
の
自
治
の
代
表
者

・
名
望
家
と
し
て
皇
内
の
秩
序

維
持
や
徴
税
立
禽
い
な
ど
に
嘗
た
り
、
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。
皇
帝

支
配
は
里
父
老
や
塁
正
を
含
む
、
諸
々
の
財
を
有
す
る
新
支
配
者
層
を
基
礎
と

し
て
い
た
が
、
こ
の
中
か
ら
宗
族
と
土
地
に
基
盤
を
置
く
豪
族
層
が
撞
頭
し
里

が
後
質
し
て
ゆ
く
中
で
、
後
漢
時
代
に
は
里
父
老
は
一
種
の
職
役
的
な
も
の
に

な
り
地
位
が
低
下
し
た
、
と
す
る
。

第
五
章
で
は
、
口
銭
(
未
成
年
者
の
人
頭
税
〉
や
山
津
園
池
の
税
、
市
井
の

税
な
ど
の
諸
税
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
口
銭
は
、
秦
に
お
け
る
未
成
年
者
の
使

役
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
漢
代
に
始
ま
っ
た
。
賦
課
封
象
は
三
歳
J
一
四
歳

ま
で
の
未
成
年
男
女
で
あ
り
、
そ
の
額
は
二

O
銭
で
帝
室
財
政
枚
入
の
一
環
を

な
し
た
。
な
お
賀
際
の
徴
枚
は
景
一
帝
初
の
鳳
嵐
山
文
書
に
よ
れ
ば
、
成
年
男
女

か
ら
算
賦
を
徴
収
す
る
際
、
毎
年
一
算
に
つ
き
一

O
銭
ず
つ
徴
枚
し
(
著
者
は

算
賦
負
鎗
者
と
口
銭
負
猪
者
の
人
口
比
を
ほ
ぼ
二
劃
一
と
し
、
前
者
か
ら
の
一

O
銭
ず
つ
の
徴
収
額
が
後
者
か
ら
の
二

O
銭
ず
つ
の
徴
枚
額
と
ほ
ぼ
同
額
に
な

る
と
推
定
す
る
)
、
こ
う
し
た
形
で
郷
な
い
し
里
全
箆
で
必
要
な
口
銭
額
を
調
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遼
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
武
帝
代
に
は
三
銭
を
遁
加
し
、
迫
加
分
は
軍
事
費
に

充
賞
さ
れ
た
が
、
次
の
昭
喬
一
代
以
後
、
口
一
銭
二
三
銭
は
全
て
一
帝
室
財
政
牧
入
と

さ
れ
た
。
元
一
帝
代
に
は
課
税
開
始
年
齢
を
三
歳
か
ら
七
歳
に
引
き
上
げ
、
以

後
、
王
葬
代
を
除
き
、
こ
れ
が
後
漢
末
ま
で
継
承
さ
れ
た
。

次
に
山
津
園
池
の
税
、
市
井
の
税
は
前
漢
代
で
は
い
ず
れ
も
帯
室
財
政
枚
入

項
目
で
あ
る
が
、
商
工
業
が
か
な
り
活
滋
で
あ
っ
た
前
漢
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
諸
税
の
財
政
上
の
比
重
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
山
津
園
池
の
税
は
山

林
、
河
海
等
で
の
諸
物
の
採
取
・
生
産
や
牧
畜
、
果
樹
園
な
ど
で
の
生
産
に
謝

す
る
課
税
で
あ
り
、
そ
の
税
率
は
一

O
分
の
一
前
後
と
推
測
さ
れ
、
納
税
方
式

は
卒
中
苓
次
氏
の
指
摘
す
る
申
告
納
税
で
あ
っ
た
。
市
井
の
税
(
市
租
・
市

税
〉
は
営
業
登
録
簿
で
あ
る
市
籍
に
登
録
し
て
市
内
外
で
管
業
す
る
者
、
及
び

臨
時
的
に
市
中
で
喬
行
震
を
し
た
者
の
販
貰
枚
入
や
、
高
利
貸
し
枚
入
な
ど
に

射
す
る
課
税
で
あ
る
。
や
は
り
申
告
納
税
方
式
が
と
ら
れ
、
税
率
は
枚
盆
の
一

oum前
後
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
関
税
に
つ
い
て
。
戦
園
奏
で
は
圏
構
切
に
お
か
れ
た
函
谷
闘
な
ど
で
関
税

を
徴
枚
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
内
地
の
関
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
財
政
上
、
関
税

の
比
重
は
低
か
っ
た
。
こ
う
し
た
関
税
政
策
は
秦
漢
帯
園
段
階
に
も
緩
承
さ

れ
、
漢
で
は
財
政
関
税
は
徴
枚
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
漢
中
期
以
降
、
財
政
難

の
中
で
一

O
分
の
一
の
財
政
関
税
が
貧
施
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
本
章
で
は
「
租

妹
」
、
「
軍
市
租
」
、
異
民
族
か
ら
の
「
賓
銭
」
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ

る。
第
六
章
で
は
一
般
的
な
「
税
」
「
役
」
の
項
目
以
外
の
諸
枚
入
、
即
ち
堕
鍛

専
賀
、
均
輪
卒
準
を
始
め
と
す
る
諸
枚
入
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
盤
鍛
幕
買
で

は
、
堅
官
(
一
二
八
カ
所
〉
鍛
官
(
五
三
カ
所
)
の
所
在
地
が
確
定
さ
れ
る

0

・次

に
従
来
、
解
穫
の
分
か
れ
る
『
史
記
』
卒
準
書
の
盟
鍛
専
賓
制
賓
施
に
つ
い
て

の
上
言
「
願
募
民
自
給
費
骨
骨
骨
作
骨
骨
官
輿
牢
盆
。
」
の
傍
貼
部
分
を
「
〔
豚
〕

官
に
因
っ
て
、
器
作
、
実
撞
せ
し
め
」
と
讃
み
、
全
曲
阻
の
文
意
を
「
願
わ
く
は

民
を
募
集
し
て
そ
の
必
要
経
費
を
自
給
さ
せ
、
〔
燃
〕
官
(
具
健
的
に
は
盤

官
・
織
官
の
下
で
の
堕
場
、
冶
銭
場
〉
の
施
設
等
に
因
っ
て
鍛
器
を
鋳
作
さ

せ
、
煮
堕
を
行
わ
せ
、
〔
煮
盤
に
は
〕
官
は
(
鍛
官
製
作
の
餓
製
煮
堕
盆
で
あ

る
)
牢
盆
を
輿
え
る
よ
う
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
す
る
新
た
な
解

俸
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
抽
出
銭
専
頁
制
の
嘗
初
に
お
い
て
は
従
来
よ
り
存
在

し
た
堕
・
鍛
官
を
利
用
し
、
ほ
と
ん
ど
官
営
で
出
裂
し
た
場
合
と
、
新
設
の

堕
・
餓
官
の
下
で
業
者
等
に
生
産
を
請
け
負
わ
せ
る
場
合
が
あ
り
、
後
者
は
民

省
的
要
素
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
盤
官
・
鍛
官
と
い
う
官
僚
機
構
の
中
で
や
が

て
そ
れ
に
従
属
し
、
完
全
に
闘
営
化
し
て
い
っ
た
、
と
す
る
。
そ
の
枚
入
は
前

漢
末
の
段
階
で
年
閥
、
聾
三

O
億
銭
程
度
、
鍛
八
億
銭
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。

次
に
均
総
卒
準
に
つ
い
て
。
均
輪
卒
準
と
は
、
元
封
元
年
段
階
以
降
の
桑
弘

羊
時
代
に
お
い
て
は
園
管
商
業
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
算
賦
の
う
ち
京

師
へ
の
上
供
分
(
漢
初
六
三
銭
、
後
に
は
六

O
銭
)
を
一
商
品
債
値
の
高
い
物
品

に
梼
換
し
、
京
師
そ
の
他
各
地
に
輪
迭
し
て
販
頁
し
枚
盆
を
奉
げ
る
(
均
輪
〉

と
と
も
に
、
特
に
京
師
に
は
卒
準
を
設
置
し
て
物
債
の
卒
準
化
と
寅
買
に
よ
る

枚
盆
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
桑
弘
羊
波
後
は
園
脇
田
商
業
と
し
て
の
性

格
が
失
わ
れ
、
均
帥
酬
は
再
び
物
資
輸
迭
機
関
と
な
り
、
卒
準
は
官
有
物
資
の
貰

却
機
関
と
し
て
の
役
割
が
中
心
と
な
っ
た
、
と
す
る
著
者
の
読
が
再
確
認
さ
れ

た
上
で
、
そ
の
枚
入
は
蛍
初
、
年
開
一
五
億
銭
程
度
と
推
定
す
る
。

次
に
貢
献
・
酎
金
に
つ
い
て
。
漢
初
に
は
王
園
・
侯
閣
の
算
賦
枚
入
な
ど
の

中
か
ら
人
口
一
人
蛍
た
り
六
三
銭
を
皇
帝
に
封
す
る
献
費
(
貢
献
〉
と
し
、
中

央
の
帯
室
財
政
牧
入
と
な
っ
て
い
た
。
文
一
帝
代
に
は
そ
れ
を
一
時
的
に
停
止

し
、
後
に
減
額
し
た
が
、
他
方
で
租
先
祭
杷
を
助
け
る
名
目
で
酎
金
を
始
め
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た
。
戯
曲
目
は
そ
の
後
、
景
一
帝
代
の
奥
楚
七
園
の
凱
の
結
果
、
王
園
・
侯
園
の
算

賦
・
役
徴
牧
櫨
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
駿
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
特
産
物
を

中
心
と
す
る
郡
・
園
の
一
般
的
貢
献
自
鐙
は
爾
漢
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。

他
に
、
奴
鱒
・
刑
徒
の
努
働
枚
入
に
つ
い
て
。
ま
ず
奴
鮮
は
元
帯
代
を
例
に

と
る
と
、
中
央
諸
官
の
官
有
奴
稗
一

O
寓
徐
人
、
蛍
時
の
一
般
的
な
勢
貨
を
一

カ
月
六
百
銭
と
し
て
、
年
開
七
億
銭
除
の
勢
役
枚
入
と
な
る
。
刑
徒
は
前
漢
の

中
央
諸
官
に
約
一
二
高
人
、
地
方
各
郡
園
に
千
人
程
度
と
し
、
そ
の
労
働
を
重

役
相
嘗
の
一
カ
月
二
千
銭
と
し
て
、
合
計
額
は
年
開
一
一
一
一

J
三
五
億
銭
と
い
う

膨
大
な
数
に
な
る
と
推
計
さ
れ
る
。
本
一章
で
は
そ
の
他
、
苑
園
や
貨
幣
鋳
迭
の

収
入
、
寅
官
・
爵
な
ど
に
よ
る
雑
枚
入
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
七
章
で
は
役
や
税
の
菟
除
に
か
か
わ
る
「
復
」
「
復
除
」
の
語
義
と
そ
の

獲
遜
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
上
で
復
除
制
到
象
と
復
除
税
役
に
つ
い
て
の
全
般
的
整

理
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
「
復
」
の
語
義
に
つ
い
て
。
「
復
」
は
本
来
的
に
は
家

に
「
か
え
す
」
「
か
え
る
」
意
味
で
あ
り
、
先
秦
か
ら
秦
代
に
お
い
て
は
、
人

聞
が
家
を
離
れ
て
従
事
す
る
得
役
(
或
い
は
兵
役
)
を
菟
除
す
る
意
味
で
あ
っ

た
。
ま
た
箔
役
の
部
分
的
、
一
時
的
克
除
の
場
合
に
「
除
」
が
使
わ
れ
た
が
、

一
定
期
関
以
上
の
箔
役
義
務
莞
除
を
意
味
す
る
「
復
」
と
は
や
や
異
な
り
、

「復
除
」
と
連
稽
す
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
。

漢
代
で
は
、
少
な
く
と
も
前
漢
時
代
前
期
に
お
い
て
は
秦
代
の
「
復
」
の
一
意

味
を
縫
承
し
、
主
に
待
役
(
兵
役
)
菟
除
に
使
わ
れ
、
他
方
、
賦
税
の
菟
除
に

は
「
賜
」
「
除
」
「
無
出
」
「
勿
枚
」
「
勿
租
賦
」
「
勿
租
税
」
な
ど
が
用
い

ら
れ
た
。
前
模
時
代
後
期
以
降
、
「
復
」
「
復
除
」
が
税
の
克
除
に
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
後
漢
時
代
で
は
、
前
漢
同
様
に
筏
役
(
兵
役
)
菟
除
に
「
復
」

が
使
わ
れ
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
多
い
が
、
同
時
に
賦
税
菟
除
に
も
庚
く
使
わ

れ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
後
漢
代
で
は
「
復
」
「
復
除
」
の
意
味
・
内
容
の

抜
大
が
進
行
し
、
後
漢
末
期
に
は
復
除
針
象
、
復
除
税
役
項
目
の
い
ず
れ
も
が

旗
大
し
た
。

こ
う
し
た
検
討
に
基
づ
き
、
漢
代
を
中
心
と
し
て
諸
侯
王
・
列
侯
以
下
、
官

吏
、
成
年
女
子
、
祉
品
目
的
弱
者
等
に
至
る
個
々
の
ケ
1
ス
に
つ
い
て
、
菟
除
内

容
が
整
理
し
て
一
尽
さ
れ
る
。

最
後
に
結
論
で
は
、
秦
漢
代
財
政
牧
入
の
特
色
が
枚
入
額
の
全
鐙
的
な
推
計

と
と
も
に
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
田
程
、
算
賦
、
山
津
の
税
な
ど
基
本
的
税
牧
入

は
、
い
ず
れ
も
土
地
・
産
物
・
人
聞
を
一
定
の
割
合
で
抽
出
す
る
抽
出
税
的
性

格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
秦
漢
時
代
の
税
鐙
系
で
は
「
法
に
よ
る
運
用
」

が
質
現
さ
れ
て
お
り
、
徴
税
原
理
・
方
式
な
ど
の
面
で
早
く
か
ら
多
様
な
も
の

を
設
展
さ
せ
て
い
た
。
秦
・
前
漢
時
代
の
民
は
、
算
賦
、
兵
役
な
ど
の
均
等
な

負
婚
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
卒
均
的
に
健
全
な
経
済
力
を
も
ち
、
ま
た
女
子
の

枇
品
目
的
地
位
も
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
前
漢
後
期
以
降
、
祉
舎
の
階
層
化
が
進

展
し
、
従
来
の
よ
う
な
卒
均
的
税
徴
牧
が
困
難
に
な
り
、
さ
ら
に
貨
幣
経
済
も

次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。

次
に
財
政
枚
入
金
鍾
の
見
積
も
り
が
行
わ
れ
る
。
確
質
な
人
口
・
団
地
統
計

の
残
る
前
漢
末
の
時
熟
に
お
け
る
、
年
聞
の
各
財
政
枚
入
額
が
銭
換
算
で
推
計

さ
れ
、
且
つ
図
家
財
政
枚
入
に
つ
い
て
は
各
々
、
中
央
・
地
方
の
枚
入
に
分
割

し
て
一
不
さ
れ
る
。
園
家
財
政
牧
入
(
合
計
五
三
七
億
弱
〉
の
主
な
門
誇
は
、
田

租
七

O
億
(
中
央
一

O
億
、
地
方
六

O
億
)
、
算
賦
四
一
億
四
二
五
二
高
(
中

央
・
地
方
各
半
額
)
、
堕
銭
専
費
三
八
億
(
全
て
中
央
枚
入
)
、
役
(
箔
役
)
一

O
三
億
五
六
三

O
寓
(
全
て
地
方
牧
入
〉
、
兵
役
二
三
八
億
三
二
O
O
寓
(
中

央
・
地
方
各
半
額
)
、
刑
徒
の
労
役
牧
入
二
八
億
九
二
八

O
寓
(
中
央
一
一
一
億

四
四
八

O
高
、
地
方
一
六
億
四
八

O
O高
)
な
ど
で
あ
る
0

・
次
に
脅
室
財
政
枚

入
(
合
計
三
三
億
徐
〉
の
内
謬
は
、
山
津
の
税
・
市
井
の
税
一
一
一
一
億
を
中
心
と
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し
、
奴
縛
・
刑
徒
の
努
役
収
入
、
合
わ
せ
て
七
億
弱
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

園
家
・
喬
一
室
雨
財
政
を
合
わ
せ
た
全
財
政
枚
入
に
お
け
る
中
央
劉
地
方
の
割

合
は
四
二
%
封
五
八
%
で
あ
り
、
努
役
を
除
き
銭
物
に
限
定
す
れ
ば
、
中
央
財

政
は
全
銭
物
牧
入
の
五
一
%
を
占
め
、
中
央
財
政
の
比
重
は
少
な
い
と
は
い
え

な
い
。
ま
た
専
頁
枚
入
は
園
家
財
政
の
中
央
財
政
銭
物
収
入
部
分
の
五
四
%
に

遣
し
、
前
漢
後
期
の
財
政
に
お
け
る
専
寅
枚
入
の
重
要
さ
を
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
償
問
役
・
兵
役
・
刑
徒
な
ど
の
品
目
働
枚
入
は
、
図
家
・
帝
室
の
全
財
政
収

入
の
六
七
%
弱
に
達
し
、
と
り
わ
け
兵
役
部
分
の
占
め
る
比
率
が
高
い
。
こ
う

し
た
生
の
努
働
力
部
分
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
が
秦
漢
代
財
政
収
入
の
重
要
な

特
色
を
な
し
て
い
る
。

銭
物
枚
入
の
直
接
税
的
部
分
(
田
租
、
算
賦
等
〉
と
開
接
税
的
部
分
(
専

賀
、
山
津
の
税
等
〉
と
を
比
較
す
る
と
、
開
接
税
は
中
央
財
政
枚
入
金
慢
の
約

五
三
%
を
占
め
、
こ
れ
は
貨
幣
経
済
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
前
漢
後

期
に
は
ま
だ
強
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
、
前
漢
後
期
以
降
の
古
代

商
業
衰
退
の
中
で
財
政
枚
入
は
関
接
税
的
な
も
の
か
ら
直
接
税
的
な
も
の
に
依

援
す
る
割
合
を
確
貨
に
機
大
し
つ
つ
あ
っ
た
、
等
の
鮎
が
指
摘
さ
れ
る
。
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以
上
、
本
書
の
概
略
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
み
ら
れ
る
よ
う
に
本
書
は
財
政

諸
枚
入
の
制
度
や
寅
態
、
歴
史
的
雌
変
化
、
特
色
な
ど
に
つ
い
て
全
世
的
な
検
討

を
行
っ
た
貧
詮
研
究
で
あ
る
。
本
書
で
は
研
究
史
の
丹
念
な
整
理
・
検
討
と
と

も
に
、
関
係
史
料
が
博
授
さ
れ
、
と
り
わ
け
出
土
新
史
料
が
能
う
限
り
縦
横
に

駆
使
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
、
ま
た
特

に
従
来
研
究
蓄
積
の
諮
問
か
っ
た
分
野
に
射
す
る
理
解
が
大
き
く
前
進
し
、
今
後

の
研
究
に
道
を
拓
く
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
黙
で
本
書
は
現
在
の
水
準
を

一
示
し
、
ま
た
今
後
の
研
究
の
基
礎
を
据
え
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
著
者
の
所
設
の
幾
つ
か
の
黙
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
論
争
も
行
わ

れ
て
き
た
が
、
本
書
で
は
こ
う
し
た
論
貼
に
針
し
、
諸
説
の
検
討
・
批
剣
の
上

に
積
極
的
に
自
設
が
封
宣
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
き
わ
め
て
論
争
的
な

書
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
私
も
こ
の
分
野
で
の
建
設
的
な
論
争
が
今
後
盆
々

展
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
立
場
か
ら
、
以
下
、
主
要
な
論
貼
を
中
心
に
本
書
に

制
到
す
る
幾
つ
か
の
疑
問
貼
・
問
題
黙
を
提
示
し
、
今
後
の
検
討
に
備
え
た
い
と

お
も
う
。

ま
ず
第
二
章
で
は
著
者
が
回
部
と
郷
部
を
区
別
し
、
田
租
徴
枚
過
程
に
お
い

て
も
繁
方
の
吏
が
各
々
一
職
務
を
分
捻
し
て
い
た
と
解
す
る
黙
か
ら
検
討
し
て
み

よ
う
。
著
者
も
引
用
す
る
〈
三
八
頁
)
睡
虎
地
秦
簡
(
以
下
、
秦
簡
と
略
稽
)

(

諸

)

〈

諸

)

(

知

}

法
律
答
問
に
「
部
佐
匿
者
民
回
、
者
民
弗
智
、
嘗
論
不
蛍
0
・
部
佐
震
匿
回
、
且

(

伺

)

(

諸

)

可
震
?
己
租
者
民
、
弗
言
、
盛
岡
匿
回
。
未
租
、
不
論

O
O信
用
匿
回
。
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
部
佐
が
田
租
の
課
税
制
割
象
と
な
る
民
の
回
数
の
一
部
を
隠
匿
し
て

寅
際
よ
り
も
少
く
豚
に
報
告
し
、
隠
匿
し
た
回
数
分
の
租
を
私
的
に
着
服
し
よ

う
と
し
た
ケ
l
ス
で
あ
り
、
答
の
部
分
に
よ
れ
ば
己
に
民
か
ら
租
を
徴
牧
し
て

お
き
な
が
ら
賞
際
の
田
敏
を
報
告
し
な
か
っ
た
場
合
は
〈
着
服
し
た
と
し
て
〉

「
匿
回
」
の
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
着
服
の
ケ
l
ス
が

生
ず
る
の
は
回
の
調
査
、
田
租
額
の
確
定
、
質
際
の
徴
牧
と
い
う
一
連
の
職
務

が
、
受
方
の
吏
に
よ
る
分
抱
で
は
な
く
同
一
の
部
佐
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
た
め

と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
部
佐
の
統
属
関
係
に
つ
い
て
は
見
解
が

分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
も
佐
(
部
佐
)
は
郷
に
置
か
れ
た
と
解
し

て
い
る
(
四
三
頁
)
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
法
律
答
聞
の
文
意
か
ら
、
こ
の
部
佐

は
漢
代
同
様
、
耕
地
部
分
を
含
め
た
一
郷
(
郷
部
〉
全
鐙
の
職
務
を
鎗
賞
し
て

い
た
と
み
る
べ
き
で
、
少
な
く
と
も
秦
衡
の
時
代
・
地
域
に
お
い
て
郷
部
の
外

に
田
部
が
存
在
し
た
明
誼
は
み
あ
た
ら
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
な
お
張
家
山
漢
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衡
の
「
郷
部
主
ロ
巴
中
道
、
田
主
因
」
(
一
三
ハ
頁
〉
の
後
半
部
分
は
主
の
下
に
重

文
記
鋭
が
落
ち
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。
秦
に
お
い
て

回
沓
夫
・
佐
(
部
佐
)
が
漢
代
に
比
べ
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
事
寅

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
奈
の
土
地
制
度
や
勘
農
政
策
等
と
の
関
連
で
検
討
す
べ

き
問
題
と
お
も
う
。

次
に
名
詞
と
し
て
の

「墾
田
」
の
理
解
に
つ
い
て
。
著
者
は
こ
れ
を
既
墾
地

(
戸
の
所
有
地
全
慢
〉
で
は
な
く
、
そ
の
年
に
現
寅
に
耕
作

・
播
種
さ
れ
た
土

地
部
分
と
解
す
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
秦
漢
代
に
お
い
て
戸
の
所
有
地
全

陸
は
如
何
な
る
名
穏
で
園
家
に
把
墨
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
秦
筒
、
自
律
の

(
無
)

「祖
国
賜
母
稼
者
頃
数
。
」
も
中
園
の
『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
文
物
出
版
社
、

一
九
七
八
)
は
こ
の
墾
田
を
賜
(
休
閑
地
部
分
)
を
含
め
た
既
墾
地
全
陸
の
意

と
解
す
る
が
、
そ
れ
で
不
都
合
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
秦
漢
時
代
の
田
租
が

所
有
地
全
睡
で
な
く
、
現
に
耕
作
・
矯
種
さ
れ
た
土
地
部
分
を
針
象
に
課
税
さ

れ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
其
令
都
圏
枚
見
回
租

三
十
税
一
、
如
奮
制
。
」

(
『
後
漢
書
』
光
武
喬
紀
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
墾
田

(
現
)

(
既
墾
地
〉
の
中
の

「見
回
」
と
し
て
、
墾
田
と
は
区
別
し
て
園
家
に
よ
り
把

握
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
三
草
で
は
算
賦
徴
牧
の
寅
態
に
つ
い
て
。
著
者
は
一
算

一一一

O
銭
は
郡
段

階
の
数
字
で
あ
り
、
鳳
風
山
文
書
に
よ
れ
ば
、
郷
里
で
の
徴
枚
段
階
で
は
一
二

O
銭
以
上
徴
牧
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
郷
段
階
で
支
出
す
べ
き
「
鱒
費
」

(
輪
塗
費
)
等
が
徴
枚
さ
れ
る
た
め
で
、
多
事
で
あ
れ
ば
一
算
あ
た
り
の
徴
枚

額
は
槍
加
す
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
鳳
風
山
文
書
に
み
え
る
算
銭
の
う
ち
、

鱒
曲
目
や
臨
時
賦
課
等
の
算
銭
と
、
算
賦
自
陸
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で

(
著
者
も
別
の
箇
所
(
六
五

一
頁
〉
で
は
租
税
運
搬
費
用
を
算
賦
の
附
加
税
と

解
し
、
算
賦
自
鐙
と
は
区
別
し
て
い
る
)
、
郷
里
で
の
徴
枚
段
階
に
お
い
て
算

賦
額
自
鐙
が
禦
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
郷
里
に
お
い
て
も

算
賦
白
峰
の
徴
牧
額
は
定
額
の
一
一
一

O
銭
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
文
書
に
口
一
銭
と
注
記
の
あ
る
、
毎
月

一
O
銭

t
九
銭
徴
牧
さ
れ

る
算
銭
が
永
田
英
正
氏
の
読
く
よ
う
に
算
賦
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
お
も

う
。
た
だ
鳳
風
山
文
書
の
記
載
内
容
は
従
来
の
常
識
か
ら
す
る
と
か
な
り
特
異

で
あ
り
、
残
さ
れ
た
問
題
黙
は
多
い
。

第
四
章
で
は
著
者
の
設
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
女
子
徳
役
問
題
か
ら

検
討
し
て
み
よ
う
。
秦
漢
時
代
(
王
奔
時
代
を
除
く
)
に
お
い
て
成
年
女
子
に

も
傍
役
(
更
役
)
義
務
が
あ
っ
た
と
す
る
著
者
の
設
に
劃
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

も
議
論
が
あ
っ
た
が
、
最
近
こ
の
問
題
に
関
し
て
甘
粛
省
武
威
豚
皐
灘
披
の
後

漢
中

・
晩
期
頃
と
推
定
さ
れ
る
墓
か
ら
出
土
し
た
律
・
令
な
ど
を
記
し
た
木
簡

が
公
表
さ
れ
た
〈
武
威
地
区
博
物
館

「甘
粛
武
威
皐
灘
技
東
漢
墓
」、

李
均
明
・

劉
軍
「
武
威
皐
灘
坂
出
土
漢
衡
考
述
」
以
上
い
ず
れ
も
『
文
物
』
一
九
九
三
|

一
O
V
館
文
中
に
「
建
武
十
九
年
」
の
年
抽
仰
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
李
均
明

・
劉
軍
論
文
は
こ
れ
ら
を
東
漢
初
年
の
も
の
で
、
蛍
時
寅
際
に
用

い
ら
れ
た
律
令
と
推
定
す
る
。
詳
細
な
検
討
は
今
後
に
侠
た
ね
ば
な
ら
な
い

し
ん
と
〈

が
、
そ
の
第
五
簡
に

「
民
、
数

(
名
数
)
を
占
す
る
に
、
男
を
以
て
女
と
震

(
避
)

し
、
更
衝
を
砕
く
れ
ば
、
論
じ
て
司
窟
と
篤
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
民
が
名
数

(
戸
籍
〉
へ
の
登
録
を
申
告
す
る
際
、
男
で
あ
る
の
に
女
と
俄
っ
て
更
待
負
猪

を
副
知
れ
よ
う
と
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ω成
年
女

子
に
恒
常
的
な
更
筏
義
務
は
な
か
っ
た
こ
と
、

ω更
卒
の
役
(
更
役
)
を
意
味

す
る
「
更
徳
」
の
語
が
律
令
上
の
正
式
な
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
私
は
お
も
う
。
な
お
こ
れ
ら
の
律
令
は
、
七

O
歳
以
上

の
老
人
の
特
権
を
記
す
衡
な
ど
も
含
め
、
概
ね
前
漢
代
の
制
を
継
承
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
第
五
衡
の
よ
う
な
基
本
的
規
定
は
寅
質
的
に
は
さ
ら
に
そ
れ
以
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前
に
遡
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
女
子
後
役
義
務
設
は
再
検
討
を
要
す
る

の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
設
を
「
算
」
や
「
復
」
「
復
除
」
の
解
穆
と
密
接

に
リ
ン
ク
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
問
題
が
そ
れ
ら
の
解
棒
、
さ
ら
に
結
論

で
の
財
政
枚
入
推
計
に
も
波
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
謹
唱
者
が
こ
の
新
出
史
料
を

参
照
・
検
討
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
但
し
著
者
の

設
の
背
景
と
な
る
秦
漢
時
代
に
お
け
る
女
子
の
祉
舎
的
地
位
の
高
さ
自
慢
は
そ

の
と
お
り
で
あ
り
、
別
箇
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

-
次
に
著
者
の
衛
土
理
解
に
つ
い
て
。
著
者
は
漢
代
で
は
太
守
・
令
長
等
の
箸

衡
に
嘗
た
る
兵
士
を
も
含
め
て
衡
土
と
稽
し
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
例
え

ば
『
漢
奮
儀
』
に
透
郡
に
お
い
て
「
不
給
衛
士
」
と
あ
る
の
は
、
透
郡
の
部
都

尉
な
ど
軍
官
に
衡
土
を
支
給
し
な
い
(
郡
太
守
な
ど
に
は
街
土
を
支
給
す
る
)

意
(
一
一
二
二
頁
な
ど
〉
で
は
な
く
、
透
郡
の
兵
士
は
京
師
に
番
上
し
て
衡
土
と

す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
衛
土
」
と
一
般
的
な
警
衡

な
ど
を
意
味
す
る
「
潟
衛
」
と
は
区
別
し
て
解
回
押
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
後

漢
代
に
お
け
る
衛
士
の
寅
質
的
箔
役
従
事
者
化
と
い
う
論
黙
で
あ
る
が
、
鄭
玄

が
許
慎
設
を
駁
す
る
中
で
(
三

O
四
頁
)
後
漢
代
の
正
衛
(
術
土
)
が
『
周

雄
』
の
唇
徒
の
よ
う
な
軽
役
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
土
卒
(
兵
士
)
と
し
て
従

軍
す
る
軍
役
な
ど
と
封
比
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
衛
士
の
兵
役
と
し
て

の
性
格
自
慢
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
同

じ
く
制
御
玄
が
衛
土
を
脅
徒
と
同
様
「
箔
役
に
給
す
る
者
」
(
一
一
一
一
九
J
一一一
一一

O

頁
〉
と
い
う
場
合
の
「
徳
役
」
は
、
兵
役
を
も
含
め
た
康
義
で
用
い
ら
れ
て
い

る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
前
漢
兵
制
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
漢
奮
儀
』
の
文
の
解
律
(
一
二
ハ
五

l

二
六
六
頁
〉
に
つ
い
て
。
著
者
は
文
前
半
の
ご
銭
信
用
材
官
騎
士
」
を
正
(
兵

役
義
務
者
〉
が
在
役
期
開
中
に
一
年
閲
就
役
す
る
地
方
警
備
義
務
と
解
し
、
文

後
半
の
「
材
官
棲
船
、
年
五
十
六
衰
老
:
:
:
」
と
あ
る
材
官
等
は
そ
の
後
も
そ

の
任
に
つ
い
て
職
業
軍
人
化
し
た
者
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
一
の
文
の
前

後
で
材
官
等
の
性
格
を
全
く
異
な
る
も
の
と
解
す
る
の
は
不
自
然
で
は
あ
る
ま

い
か
。
ま
た
三
二
六
頁
で
の
見
解
は
上
記
と
い
さ
さ
か
異
な
る
内
容
で
あ
る
よ

う
に
お
も
わ
れ
、
前
漢
兵
制
の
金
鍾
的
理
解
に
つ
い
て
、
著
者
の
解
緯
に
は
未

だ
揺
ら
ぎ
が
感
じ
ら
れ
る
。

次
に
「
張
景
造
土
牛
碑
」
の
解
穣
(
一
二

O
八
l
一一一一

O
頁
)
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
こ
う
。
著
者
は
張
景
を
宛
燃
の
大
商
人
と
推
定
し
、
碑
文
の
趣
旨
を
彼
が

豚
吏
等
へ
の
就
任
を
思
避
し
て
お
こ
し
た
行
震
と
解
す
る
。
し
か
し
も
し
張
景

が
詩
人
身
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
そ
も
そ
も
豚
吏
な
ど
の
官
吏
就
任
資
格

を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
黙
が
ま
ず
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
五
章
で
は
口
銭
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
著
者
は
秦
に
お
け
る
未
成

年
者
の
使
役
(
秦
王
政
二
ハ
年
以
降
で
は
一
一

l
一
二
歳
「
使
」
、
一
一
一
一

l
一

六
歳
「
作
」
〉
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
、
漢
〈
元
帯
期
以
前
〉
で
は
三

l
一

四
歳
の
男
女
を
形
式
的
に
「
使
」
と
し
て
人
頭
税
と
し
て
の
口
銭
を
徴
し
た
と

解
す
る
。
こ
こ
で
何
故
、
形
式
的
に
も
せ
よ
三
歳
以
上
が
「
使
」
と
さ
れ
口
銭

賦
課
の
封
象
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
必
然
性
が
理
解
し
に
く
い
。
卒
中

苓
衣
氏
の
読
で
は
漢
初
以
来
、
七
歳
以
上
の
男
女
が
賦
課
針
象
で
あ
っ
た
と
解

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
黙
も
含
め
て
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
な
お
鳳
嵐
山
文
書
に
み
え
る
「
口
銭
」
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
第
三
章
の

と
こ
ろ
で
ふ
れ
て
お
い
た
。

第
六
章
の
堕
餓
専
賀
、
均
輪
卒
準
な
ど
も
、
論
争
賠
が
多
く
難
解
な
分
野
で

あ
る
。
ま
ず
臨
銭
専
賀
質
施
に
つ
い
て
の
卒
準
書
の
問
題
の
一
文
で
あ
る
が
、

著
者
は

「
〔
豚
〕
官
に
因
っ
て
、
様
作
、
室
内
盤
せ
し
め
」
と
讃
み
(
五

O
四
頁
〉
、

「
器
作
」
を
銭
器
時
間
作
の
意
に
解
す
る
。
し
か
し
、

「
実
盤
」
と
射
に
な
る
語
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で
あ
れ
ば
、
「
作
器
」
「
鋳
器
」
な
ど
と
あ
る
の
が
自
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
0

・
次
に
均
輪
卒
準
に
つ
い
て
は
、
影
山
剛
氏
と
著
者
と
の
論
争
以
後
も
新
た

な
議
論
の
展
開
が
み
ら
れ
た
が
、
本
書
で
は
枚
入
の
推
計
が
議
論
の
中
心
と
さ

れ
、
制
度
の
全
鐙
的
考
察
は
著
者
の
別
稿
に
譲
り
、
そ
の
結
論
が
確
認
さ
れ
る

に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
ず
、
そ
れ
と
関
係
す
る
献
費

に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

『
漢
書
』
宮
内
一
帝
紀
に
み
え
る
献
費
〈
一
入
賞
た
り
六
一
二
銭
〉
に
つ
い
て
、
著

者
は
こ
れ
を
郡
の
場
合
は
算
賦
一
-
一

O
銭
の
う
ち
中
央
へ
の
上
供
分
(
闘
家
財

政
牧
入
)
、
王
園
・
侯
園
の
場
合
は
皇
帝
へ
の
貢
献
(
喬
一
室
財
政
枚
入
〉
と
解

す
る
(
五
三
二

J
五
三
一
ニ
頁
な
ど
)
。
巧
み
な
解
圃
揮
で
あ
る
が
、
他
方
、
同
一

の
「
献
費
」
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
、
郡
と
園
と
の
閲
で
そ

の
性
格
や
鋳
腐
が
全
く
異
な
る
も
の
に
な
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
残

る
。
特
に
算
賦
上
供
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検
討
の
徐
地
が
あ
る
と

考
え
る
。

第
七
草
の
「
復
」
「
復
除
」
に
つ
い
て
の
著
者
の
設
は
、
曾
我
部
静
雄
氏
の

読
を
織
承
・
設
展
さ
せ
、
雨
漢
代
に
お
け
る
そ
の
意
味
の
歴
史
的
第
濯
を
重
親

し
な
が
ら
検
討
し
た
も
の
・で
あ
る
。
著
者
は
「
復
」
は
徳
役
菟
除
の
意
味
か

ら
、
前
漢
後
期
以
降
ま
ず
算
賦
菟
除
に
使
わ
れ
、
次
い
で
銭
物
で
納
入
さ
れ
る

租
税
菟
除
に
披
大
使
用
さ
れ
た
(
六
一
一
一
一
一
一
一
貝
〉
と
解
す
る
。
し
か
し
そ
の
際
、

何
故
従
来
か
ら
の
、
例
え
ば
融
制
園
秦
以
後
の
板
楯
鐙
夷
の
例
〈
六

O
一
J
六
O

(
算
)

二
頁
)
の
よ
う
に
「
復
:
:
・
不
算
」
(
著
者
の
解
懇
で
は
、
世
間
役
を
菟
除
し
、

ま
た
:
:
:
算
(
賦
)
を
課
さ
な
い
、
の
意
)
と
い
う
形
で
針
膝
せ
ず
、
「
復
」

の
語
義
自
陸
の
襲
化
が
お
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
見
で
は
秦

1
前
漢
前
期
に
お
い
て
、
「
復
」
H

傍
役
菟
除
の
事
例
が
多
い
こ

と
は
事
寅
で
あ
る
が
、
全
て
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
黙
に
は
無
理
が
あ
る
と
お

も
う
。
例
え
ば
『
漢
書
』
景
一
帝
紀
に
み
え
る
、
後
宮
の
宮
人
で
錫
家
し
た
者
な

ど
成
年
女
子
本
人
に
削
到
す
る
「
復
L

を
著
者
は
待
役
克
除
の
意
に
解
す
る
(
六

二
五
頁
)
が
、
こ
れ
は
女
子
箔
役
義
務
設
を
前
提
と
し
た
解
樟
で
、
そ
の
前
提

白
煙
、
再
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
文
一
帝一

期
の
題
錯
が
秦
代
に
つ
い
て
「
今
秦
之
設
卒
也
:
:
:
死
事
之
後
不
得
一
算
之

復
」
(
『
漢
書
』
電
錯
俸
)
と
述
べ
る
「
復
」
も
著
者
は
一
算
分
の
径
役
菟
除
の

意
味
に
解
す
る
(
六
四
二
一
良
註
(
必
)
な
ど
)
が
、
そ
れ
は
無
理
で
算
賦
菟
除
の

意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
極
錯
の
言
に
よ
れ
ば
そ
う
し
た
「
復
」
の

用
例
は
少
な
く
と
も
秦
代
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
雨
漢
に
お
け
る

「
復
」
の
愛
遷
と
は
、
そ
の
意
味
自
鐙
で
は
な
く
、
復
除
内
容
・
封
象
が
よ
り

一
一
暦
多
様
化
す
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

最
後
に
結
論
で
は
、
ま
ず
中
央
・
地
方
枚
入
或
い
は
財
政
と
い
う
語
に
つ
い

て
み
て
お
こ
う
。
算
賦
、
田
租
等
の
う
ち
、
中
央
へ
の
上
供
分
や
地
方
郡
豚
の

必
要
経
費
以
外
の
、
郡
勝
に
貯
積
さ
れ
た
銭
穀
等
は
中
央
の
大
司
農
管
轄
下
に

置
か
れ
、
必
要
に
態
じ
て
随
時
、
中
央
や
遜
郡
な
ど
に
轍
迭
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
既
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
は
地

方
官
の
権
限
と
し
て
自
由
裁
量
に
よ
る
枚
支
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中

央
の
監
視
と
承
認
の
下
で
運
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
貼
で
は
中
央
と
地
方

の
枚
入
・
財
政
の
匡
別
は
剣
然
と
し
な
い
面
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
語

に
つ
い
て
は
そ
の
定
義
を
ま
ず
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時

に
地
方
に
お
け
る
濁
自
の
財
源
の
有
無
等
も
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

次
に
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
奏
。
漢
代
財
政
牧
入
の
特
色
と
し
て
傍
役
・

兵
役
な
ど
生
の
労
働
力
部
分
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
貼

は
従
来
、
個
別
人
身
的
支
配
論
の
立
場
か
ら
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
特
徴
が
著
者
の
秦
漢
時
代
に
封
す
る
全
値
的
認
識
の
中
で
論
理
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的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
の
議
論
の
展
開

も
期
待
し
た
い
と
お
も
う
。

以
上
、
本
書
の
豊
富
な
内
容
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
敢
え
て
幾
つ
か
の
疑

問
貼
・
問
題
燃
を
提
示
し
て
み
た
。
今
後
の
議
論
に
資
す
る
燃
が
あ
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
多
く
は
皐
界
の
懸
案
と
さ
れ
る
諸
問
題
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
り
、
私
自
身
の
検
討
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
き
た
い
。
大
著
で
も
あ

り
、
或
い
は
著
者
の
設
を
充
分
消
化
で
き
ず
誤
解
し
て
い
る
貼
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
し
た
貼
に
つ
い
て
は
著
者
・
讃
者
の
御
海
容
を
乞
い
た
い
。

な
お
著
者
に
は
財
政
の
機
構
・
支
出
・
思
想
な
ど
に
つ
い
て
の
論
考
も
多

い
。
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
全
値
的
な
秦
漢
代
財
政
史
研
究
と
し
て
完
成
す
る

日
の
遠
く
な
い
こ
と
を
望
み
た
い
と
お
も
う
。

一
九
九
三
年
一
二
月
東
京
汲
古
書
院

A
五
剣
六
八

O
頁

一

七

0
0
0圏

545 

山
田
賢
著

移
住
民
の
秩
序

井

上

徹

明
清
時
代
史
研
究
の
分
析
方
法
が
八

0
年
代
を
お
お
ま
か
な
匿
切
り
と
し
て

大
き
く
蹴
深
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
現
在
、
多
く
の
研
究
者
に
共
有
さ
れ
る
認

識
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
そ
の
同
炭
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
研

究
者
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
意
義
付
け
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歴
史
褒
展
を
基
準
と
し
て
作
ら
れ
た
世
界
史
に
共
通
す
る
設
展
の
図
式
を

モ
デ
ル
と
し
て
中
園
祉
禽
と
そ
の
歴
史
を
解
明
す
る
、
こ
う
し
た
分
析
方
法
を

ひ
と
ま
ず
離
れ
て
、
中
園
社
舎
の
側
に
親
貼
を
据
え
、
そ
の
濁
自
の
史
的
展
開

の
過
程
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
模
索
の
作
業
は
現
在
に
至
る
ま
で
縫
繍
中
で

あ
る
。
そ
う
し
た
作
業
の
一
つ
は
、
漢
族
の
移
住
と
い
う
観
黙
か
ら
中
園
史
を

再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
も
、
か
か
る
観
貼
か
ら
の
研
究
の

成
果
の
一
つ
と
し
て
援
表
さ
れ
た
。
最
初
に
、
本
書
の
構
成
を
掲
げ
て
お
こ

た
勺
ノ
。
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し
が
き

閥
連
地
図

序
一意

中
圏
内
地
移
住
史
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課
題

第
l
部
移
住
民
と
地
域
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合

第

一
章

四
川
省
雲
陽
豚
|
|
嘉
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白
蓮
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飢
前
夜
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移
住
民
社
合
|

第
二
一軍

移
住
民
社
舎
と
地
域
エ
リ
ー
ト
|
|雲
陽
豚
悼
郎
氏
の
軌
跡
|

|


